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横芝光町農業委員会８月第５回定例総会議事録

１．開催日時 令和６年８月５日(月) 午後１時３０分～午後２時２０分

２．開催場所 横芝光町役場 第３会議室

３．出席委員 （１１名）

会 長 ４番 伊藤 靖雄

会長職務代理者 ８番 伊藤 博明

委 員 １番 小川 文彦 ２番 川島 理昭

３番 永野 邦子 ５番 伊藤 直樹

６番 花澤 成晃 ９番 鈴木 茂樹

１０番 下高原 美津子 １１番 伊藤 裕児

１２番 秋葉 芳明

４．欠席委員 ７番 向後 隆輝

５．農業委員会事務局職員

事務局長 高宮芳宏

主幹兼農政班長 布施裕章

６．議事日程

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記指名の件

日程第２ 議案第１号

農地法第３条の規定による許可申請に対する許否決定について

日程第３ 議案第２号

農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意見について

日程第４ 議案第３号

令和６年度第４次農用地利用集積計画（案）の承認について
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７．会議の概要

事務局 これより、令和６年８月第５回農業委員会定例総会を開会しま

す。

はじめに伊藤会長よりご挨拶を申し上げます。

会 長 （伊藤会長挨拶）

事務局 ありがとうございました。

本日、ご多用のところご臨席いただきました佐藤町長から、ご挨

拶をいただきます。

（佐藤町長あいさつ）

ありがとうございました。佐藤町長におかれましては、公務のた

め、ここで退席となります。

議 長

本日は、７番 向後 隆輝委員より欠席する旨の連絡がありまし

たので報告いたします。

本日の出席委員は、１２名中１１名です。過半数が出席していま

すので、会議規則第６条の規定により、本総会は成立しておりま

す。

それでは、会議規則第４条の規定により、以後の議事進行につき

ましては、伊藤会長に議長をお願いいたします。

それでは、議長の方に入らさせていただきます。これより議事に

入ります。

日程第１ 議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。会

議規則第１３条第２項の規定により、議長が指名することで、ご異

議ございませんか。

（異議なしの声）

はい、ありがとうございます。異議なしの声がありましたので、

指名をいたします。

２番 川島 理昭委員、８番 伊藤 博明委員、お願いします。
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事務局

会議書記には、いつもどおり事務局の布施主幹を指名しますので

よろしくお願いします。

日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に

対する許否決定についてを上程します。事務局に議案の朗読並び

に説明をお願いします。

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許否

決定について

農地法第３条による許可申請書が提出されたので本会の議決を

求める。

令和６年８月５日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄

次のページをご覧ください。今回の３条の許可申請は、４件で

す。なお、譲受人と譲渡人は資料に記載のとおりです。

申請地の位置図を添付していますのでご覧ください。

１件目は、尾垂イ字堀込の田５筆、４，１４５㎡です。

農地を相続したものの、町外に居住し、農業をしてない譲渡人か

ら経営規模拡大をしたい譲受人へ売買により所有権を移転しよう

とするものです。譲受人は、水稲の作付けを予定しています。

２件目は、尾垂イ字野中の畑２筆、字宮耕地の畑１筆、合計３筆

４７５㎡です。

農地を相続したものの、町外に居住し、農業をしていない譲渡人

から、経営規模拡大をしたい譲受人へ売買により所有権移転しよ

うとする申請です。

昨年から、申請地の隣接地でモリンガを栽培しており、申請地で

もモリンガの栽培を予定しております。

３件目は、芝崎字向野の田３筆、３，０６３㎡です。

農業をやめたい譲渡人から譲受人へ所有権移転をしようとする

申請です。

譲受人は、隣接する農地を所有しており、申請地を取得すること

で作業の効率化が図られます。申請地では、水稲の作付けを予定し

ています。

４件目は、原方字衣沖の田１筆、字下根前原の田１筆、字池田の

畑１筆、字関下の田１筆、合計５筆、７，８０８㎡です。
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議 長

事務局

議 長

議 長

譲渡人が農地の処分のため、経営規模拡大をしたい譲受人へ、所

有権を移転しようとするものです。

申請地では、植木、水稲の作付けを予定しております。

申請のありました件につきましては、譲受人の、機械保有、労働

力、営農状況などから３条許可基準各号に適合していると考えま

す。以上、議案第１号の説明でございます。

ありがとうございました。ただいま議案第１号の朗読並びに説明

が終りました。はじめに、１件目の案件について、資料記載のとお

り、伊藤直樹委員に直接関係があり、議事参与の制限に該当します

ので、会議規則第十条の規定により、採決が終了するまでの間、伊

藤直樹委員の本件への質疑を禁止いたします。

担当委員の説明ですが、地区を担当する伊藤直樹委員に代わって

向後隆輝委員欠席ですので、事務局から報告をお願いします。

昨日、向後隆輝委員より報告がありました。現地調査を行った

内容を報告いたします。

「農業をしていない譲渡人から、経営規模拡大をしたい譲受人

へ、売買により所有権移転をするものです。現地を確認したところ

問題ないと思います。よろしくお願いします」とのことでした。

ありがごとうございました。説明が終りましたので、１件目の案

件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、１件目の案件について採

決を行います。原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求

めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

ここで伊藤直樹委員への発言禁止を解きます。

次に、２件目の案件について、担当委員の説明を求めます。
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５ 番

議 長

２ 番

議 長

５番 伊藤です。農業をしていない譲渡人から、経営規模拡大を

したい譲受人へ、売買により所有権移転するものです。譲受人は昨

年からモリンガを栽培しており、現地を確認したところ、問題ない

と思います。

ありがとうございました。説明が終わりましたので２件目の案

件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、２件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に、３件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

２番 川島です。農業をやめたい譲渡人から、作業効率のため農

地を取得したい譲受人へ、売買により所有権移転するものです。現

地を確認したところ、耕作しており問題ないと思います。よろしく

お願いします。

ありがとうございました。説明が終わりましたので３件目の案

件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、３件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって３件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に、４件目の案件について、担当委員の説明を求めます。
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９ 番

議 長

事務局

９番 鈴木です。農地を処分したい譲渡人から、経営規模拡大を

したい譲受人へ、売買により所有権移転するものです。現地を確認

したところ、問題ないと思います。よろしくお願いします。

ありがとうございました。説明が終わりましたので４件目の案

件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので、質疑を終了して、４件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって４件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に、日程第３ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可

申請に対する県への意見についてを上程します。

事務局に、議案の朗読並びに説明をお願いいたします。

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請に対する県へ

の意見について

農地法第５条による許可申請書が提出されたので本会の意見を

求める。

令和６年８月５日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄

次のページをご覧ください。今回の５条の許可申請は、６件で

す。

譲受人と譲渡人はそれぞれ資料に記載のとおりです。

まず申請地①は、横芝字大島の田１筆、９８５㎡です。

転用の目的は太陽光発電設備の設置になります。

申請地の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますのでご

覧ください。

申請地は、横芝駅から南西へ約１．２ｋｍの位置にあります。

譲受人は東京都にある会社で再生可能エネルギー事業を営んで
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おり、県内では匝瑳市や一宮町で同様に太陽光発電事業を行って

いるとのことです。

申請地は横芝地区の大島に所在しており、宅地化の状況が第３

種農地と同程度まで進んでいる区域に近接する農地として第２種

農地と判断しました。

発電に用いるパネルは１４０枚、パワコンは９台で、売電先は東

京電力パワーグリッド株式会社です。

また、この土地は両総土地改良区の受益地から除外済であり、軽

く転圧をかけるのみで、砂利やコンクリート敷きにはしません。雨

水は地下浸透で処理します。

転用期間は令和６年１０月１４日から令和６年１１月４日まで

を予定しております。

建設費等は、自己資金から賄う予定であり、金融機関の預金残高

証明書により必要な資金を確保していることを確認しました。

続いて申請２件目の土地は、鳥喰上字松ヶ島の田１筆、８４８㎡

です。

転用の目的は駐車場の一時転用となります。

申請地②の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますので

併せてご覧ください。

申請地は横芝小学校から南西へ約１ｋｍの位置にあり、周辺を

おおむね１０ha以上の集団的に存在する農地とみて、「第１種農
地」と判断しました。

譲受人は横芝光町を発注者とする町道Ⅰ-９号線舗装修繕工事を
受注した建設事業者で、Ⅰ-９号線は東町の森川スタンドを起点に
西へ進んで山武市との境を終点とする１級町道であります。工期

は令和６年６月５日から１２月２５日まであるものの、鳥喰上周

辺の舗装工事は一ヶ月あれば間に合うことから、最短の一時転用

期間として令和６年９月の一か月間を申請したところです。

敷地には農地への復元が容易になるよう敷鉄板を敷く対応とし

ます。

排水は、雨水のみで敷地への自然浸透で対応します。

近隣農地所有者へ事業内容の説明を行っており、意見はありま

せんでした。
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土地の賃借費用、整地費等は、自己資金により賄う予定であり、

預金残高証明書により必要な資金を確保していることを確認して

います。

続きまして３件目ですが、申請地③～⑤の転用申請は内容が同

一ですので、一括して説明させていただきます。場所は、牛熊字東

耕地の田６筆、合計２，７９３㎡です。

転用の目的は圏央道建設工事に係る工事用道路として、一時転用

するものとなります。

申請地記載の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますの

でご覧ください。

申請地は松尾横芝インターから北東へ約３．６ｋｍの位置にあ

り、町農業振興地域整備計画に定める農用地区域ですが、一時転用

事業であり、町の農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすお

それがないと認められる場合は、例外として許可が見込まれます。

申請地は圏央道建設工事現場に近接しており、橋梁架設の本体工

事と本体工事を進めるための施行ヤードの整備工事を同時に進め

る必要があり、現在の進入路では資材の搬出入が輻輳し工事の円

滑な進行に支障がでるため、工事用道路を新設し動線を分離する

ものです。

譲受人は圏央道事業の維持管理を行う法人であり、車両通行部分

は敷鉄板を敷設します。

雨水は敷地内自然浸透とします。雑排水は発生しません。

申請地は成田用水土地改良区の受益地でありますが、一時転用す

ることに同意を得ております。また、隣接農地所有者へ転用内容の

説明を行っており、意見はありませんでした。

工事期間は令和６年９月１日から令和８年１２月３１日までを

予定しており期間終了後は、敷鉄板を撤去し、もとの農地へ復元し

ます。

譲渡人、譲受人双方から農地復元誓約書が提出されており、農地

への復元については問題がないと考えられます。

土地賃借料、整地費は、圏央道事業の全体予算から支出する予定

であり、資金は社債により調達済であることを確認しています。
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議 長

続いて申請地⑥の転用申請についても圏央道事業関連ですが、

場所が別であるため、分けて説明させていただきます。場所は、姥

山字熊谷の畑１筆、６９２㎡です。

転用の目的は圏央道建設工事に係る施行ヤードとして一時転用

するものです。

申請地記載の位置図、公図、土地利用計画図を添付していますの

でご覧ください。

申請地は松尾横芝インターから北東へ約１．２ｋｍの位置にあ

り、ここは第２種以外のいずれの要件にも該当しない農地である

ため、「第２種農地」と判断しました。

申請地は圏央道建設工事現場に近接しており、ボックスカルバー

トの据付工事を進めるために工事関係者が出入りするための施行

ヤードとして転用するものです。工事資材を置く予定はありませ

ん。

譲受人は圏央道事業の維持管理を行う法人であり、申請地全体に

土木シートを張ってから敷鉄板を敷設します。

雨水は敷地内から勾配により既設町道側溝へ流下とします。雑排

水は発生しません。

申請地は成田用水土地改良区の受益地でありますが、一時転用す

ることに同意を得ております。

工事期間は令和６年９月１日から令和９年３月３１日までを予

定しており期間終了後は、敷鉄板とシートを撤去し、もとの農地へ

復元します。

譲渡人、譲受人双方から農地復元誓約書が提出されており、農地

への復元については問題がないと考えられます。

土地賃借料、整地費は、圏央道事業の全体予算から支出する予定

であり、資金は社債により調達済であることを確認しています。

以上、議案第２号の説明でございます。

ありがとうございました。ただいま、議案第２号の朗読並びに説

明が終りました。

はじめに、１件目の案件について、担当委員の説明を求めます。
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１１番

議 長

１１番

議 長

議 長

１１番 伊藤です。本件は、現地を確認したところ耕作は行われ

ておらず、土地改良区の除外同意があることから転用はやむを得

ないと思われます。よろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。説明が終わりましたので、１件

目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので質疑を終了して、１件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目の案件については、原案のとおり許可相

当として県知事に意見書を送付いたします。

次に、２件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

１１番 伊藤です。本件は、現地を確認したところ耕作は行われ

ておらず、土地改良区の一時転用同意があることから転用はやむ

を得ないと思われます。よろしく願いします。

はい、ありがとうございました。説明が終わりましたので、２件

目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので質疑を終了して、２件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２件目の案件については、原案のとおり許可相

当として県知事に意見書を送付します。

次に、３件目から５件目までは、圏央道建設工事に係る工事用道

路の一時転用で同一内容です。ゆえに一括して審議を行いたいと

思います。

３件目から５件目まで、担当委員の説明を求めます。
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１ 番

議 長

１ 番

議 長

議 長

１番 小川です。本件は、現地を確認したところ耕作は行われて

おらず、土地改良区の一時転用同意があることから転用はやむを

得ないと思われます。よろしくお願いいたします。

説明が終わりましたので、３件目から５件目の案件についての

質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので質疑を終了して、３件目から５件目までの

案件についての採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって３件目から５件目の案件については、原案のと

おり許可相当として県知事に意見書を送付します。

次に、６件目の案件について、担当委員の説明を求めます。

１番 小川です。本件も、現地を確認したところ耕作は行われて

おらず、土地改良区の一時転用同意があることからやはり転用は

やむを得ないと思われます。よろしくお願いいたします。

説明が終わりましたので、６件目の案件についての質疑を許し

ます。

（質疑なし）

質疑ありませんので質疑を終了して、６件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって６件目の案件については、原案のとおり許可相

当として県知事に意見書を送付いたします。

日程第４ 議案第３号 令和６年度第４次農用地利用集積計画

（案）の承認について上程します。

事務局に、議案の朗読並びに説明をお願いします。
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事務局 議案第３号 令和６年度第４次農用地利用集積計画（案）の承認

について

農業経営基盤強化促進法等改正法附則第５条第２項の規定によ

りなおその効力を有するものとされる旧農業経営基盤強化促進法

第１８条第１項の規定により令和６年度第４次農用地利用集積計

画（案）が提出されたので、本会の議決を求める。

令和６年８月５日提出 横芝光町農業委員会長 伊藤 靖雄

次のページをご覧ください。

今回の利用集積は、中間管理機構設定が３０件です。

利用権を設定する者と利用権設定を受ける者は資料に記載のと

おりです。

設定する権利は、すべて賃借権です。

１件目は、谷中字長谷の田１筆、字迎前の田３筆、字廣町の田２

筆、合計６筆、７，８９６㎡、期間は約１０年間です。

２件目は、宮川字道正の田１筆、１，３１８㎡、期間は約１０年

間です。

３件目は、宮川字高田の田２筆、字西ノ浦の田２筆、字表の田

３筆、字関場の田２筆、字水神の田３筆、合計１２筆、２４，４３

１㎡、期間は約１０年間です。

４件目は、篠本字向田の田１筆、字田中崎の田１筆、字山ノ崎の

田２筆、字太田の田４筆、合計８筆、７，１１７㎡、期間は約１０

年間です。

５件目は、篠本字向田の田１筆、字田中崎の田３筆、合計４筆、

３，６７１㎡、期間は約１０年間です。

６件目は、栗山字関内の田１筆、鳥喰新田字南新田の田３筆、字

一本松の田５筆、鳥喰上字水神の田２筆、字桜島の田２筆、合計
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１３筆、２０，２８１㎡、期間は約１０年間です。

７件目は、宮川字作間内後の田１筆、字作間内の田２筆、合計

３筆、２，５９４㎡、期間は約１０年間です。

８件目は、於幾字橋本の畑６筆、１，５４４㎡、期間は５年間で

す。

９件目は、於幾字竹ノ後の田１筆、字踊台の田２筆、字大沼の田

１筆、字小沼の田６筆、字札前の田２筆、字川口田の田４筆、字熱

田の田２筆、坂田字道籠の田１筆、合計１９筆、１５，１２２.１４
㎡、期間は約１０年間です。

１０件目は、坂田字境田の田２筆、坂田池字古賀の田４筆、合計

６筆、４，３１３㎡、期間は約１０年間です。

１１件目は、坂田字折戸の田３筆、字幸改田の田１筆、合計４筆、

４，１２４㎡、期間は約５年間です。

１２件目は、谷台字東耕地の田６筆、４，３７８㎡、期間は約５

年間です。

１３件目は、谷台字東耕地の田３筆、字西耕地の田３筆、合計

６筆、７，６５８㎡、期間は約１０年間です。

１４件目は、木戸字二十六割の畑１筆、２，０９５㎡、期間は１

０年間です。

１５件目は、木戸字二十六割の畑１筆、３，８２０㎡、期間は約

１０年間です。

１６件目は、木戸字二十六割の畑３筆、２，３００㎡、期間は１

０年間です。
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１７件目は、木戸字二十六割の畑１筆、１，７１２㎡、期間は１

０年間です。

１８件目は、木戸字二十六割の畑１筆、１，５００㎡、 期間は

１０年間です。

１９件目は、木戸字二十六割の畑２筆、３，１７０㎡、期間は１

０年間です。

２０件目は、宮川字入表の畑２筆、３，３２８㎡、期間は１０年

間です。

２１件目は、宮川字入表の畑６筆、４，０１１㎡、期間は１０年

間です。

２２件目は、宮川字入表の畑１筆、１，０５０㎡、期間は１０年

間です。

２３件目は、宮川字入表の畑１筆、９３０㎡、期間は１０年間で

す。

２４件目は、宮川字入表の畑１筆、１，９８４㎡、期間は１０年

間です。

２５件目は、宮川字宇垂の田１筆、字西ノ浦の田１筆、合計２筆、

３，６４３㎡、期間は約１０年間です。

２６件目は、宮川字西ノ浦の田１筆、６５７㎡、期間は約１０年

間です。

２７件目は、於幾字西田の田３筆、字踊台の田１筆、字北沖下

の田３筆、字大沼の田１筆、字小沼の田３筆、字札前の田１

筆、雨田の田３筆、合計１５筆、１１，４３０㎡、期間は約１

０年間です。
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議 長

２８件目は、寺方字東中島の田２筆、１，０７８㎡、期間は約１

０年間です。

２９件目は、於幾字橋本の畑１筆、１，５００㎡、期間は約５年

間です。

３０件目は、於幾字西田の田３筆、８９５㎡、期間は約１０年間

です。

なお、本計画（案）につきましては、旧農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の要件を満たしていると考えます。

ただいま、議案第３号の朗読並びに説明が終わりました。

議案第３号は、中間管理機構設定についてですけども、説明があ

ったとおり審議件数が大変が多いため、耕作者ごとに採決を行い

たいと思います。

はじめに１件目と２件目の案件について質疑を行います。質疑

あればお願いします。

（質疑なし）

質疑ありませんので質疑を終了して、１件目と２件目の案件に

ついての採決を行いたいと思います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１件目と２件目の案件については、原案のとお

り決定いたしました。

続いて、３件目から７件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので質疑を終了して、３件目から７件目の案件

についての採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）
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全員賛成、よって３件目から７件目の案件については、原案のと

おり決定いたしました。

次に、８件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので質疑を終了して、８件目の案件についての

採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって８件目の案件については、原案のとおり決定い

たしました。

次に、９件目から１１件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので質疑を終了して、９件目から１１件目の案

件についての採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって９件目から１１件目の案件については、原案の

とおり決定いたしました。

続いて、１２件目と１３件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので質疑を終了して、１２件目と１３件目の案

件についての採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１２件目と１３件目の案件については、原案の

とおり決定いたしました。

次に、１４件目と１５件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので質疑を終了して、１４件目と１５件目の案

件についての採決を行います。
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原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１４件目と１５件目の案件については、原案の

とおり決定いたしました。

次に、１６件目から２４件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので質疑を終了して、１６件目から２４件目の

案件についての採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって１６件目から２４件目の案件については、原案

のとおり決定しました。

次に、２５件目と２６件目の案件については、資料に記載されて

いるとおり、鈴木茂樹委員に直接関係があり、議事参与の制限に該

当しますので、会議規則第十条の規定により、採決が終了するまで

の間、鈴木茂樹委員への質疑を禁止いたします。

それでは２５件目と２６件目の案件についての質疑を許しま

す。

（質疑なし）

質疑ありませんので質疑を終了して、２５件目と２６件目の案

件について採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

全員賛成、よって２５件目と２６件目の案件については、原案

のとおり決定いたしました。

鈴木茂樹委員への発言禁止を解きます。

次に、２７件目から３０件目の案件についての質疑を許します。

（質疑なし）

質疑ありませんので質疑を終了して、２７件目から３０件目の

案件についての採決を行います。

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。
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（挙手全員）

全員賛成、よって２７件目から３０件目の案件については、原案

のとおり決定しました。

以上で提案されました議案の審議はすべて終了いたしました。

慎重審議ご苦労様でした。

事務局 以上をもちまして、令和６年８月第５回農業委員会定例総会を

閉会します。


